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テーマ⑪：連携・協力、最高規範性、前文

条例の最高規範性（上段：条文に盛り込みたい内容や考え方等　　下段：理由等）

＜位置付け等＞
川崎市の内容が良いと思う。

最後にこの条例に定められたそれぞれの役割、責務等に従い、本町の自治運営を担っていくというくくりで
終わっているのが良いと思った。

・最高規範として町が目指すべき永遠の目標と、住民・議会・行政が果たす役割を明記する。
・各種条例との関連性を明確にし、各種政策・施策は総合計画に委ねる。

・この条例は、美幌町における自治についての最高規範であり、町民、議会、行政はこの条例を遵守しなけ
ればならない。
・議会、行政は、他の条例、規則等の制定、改正及び廃止、まちづくりに関する計画の策定又は変更を行う
ときは、この条例との整合性を図らなければならない。

・この条例は、本町における自治の基本的事項を定める最高規範である。
・町民、議会及び行政は、まちづくりに関する全ての活動において、この条例を誠実に遵守しなければなら
ない。
・議会及び行政は、他の条例、規則等の制定改廃及びまちづくりに関する計画の策定又は変更を行うとき
は、この条例の内容を遵守し、整合性を取らなければならない。

八雲町がわかりやすいと思いました。

・この条例は,町の自治の最高規範とする。
・町民、議会、行政は、この条例を誠実に遵守する。

他の条例の「前提」となり、根源を為すモノ
それは美幌町民の総意の元、○○に、制定された…など

やはり、そこに所属するモノの手と汗（ときに涙！？）、総意に拠って創られた「法」で治めるのことが、
いま！の時点での「民主主義の在り方」であり、その法に関しても、序列（順番）を付けなければ、俺も私
も!? になってしまうのは、「ヒトの世」と同じであり、それは明記が必要。

・「条例の位置づけ」とし、章建てで規定。
・この条例と他の条例・規則制定、法令等の運用・解釈に際し尊重し、整合性を図ることを規定
・本町の自治の「最高規範」であることの明示

最高規範であることの明示と尊重すべきこと、整合性をとることを規定。

本町の自治の基本的事項を定める事から、最高規範として位置づけ遵守する 。

全てにおいて最高規範であるべき。

こっちの最高規範は○○、こっちの最高規範は○○という判りづらいものは避けるべきだと思います。

○最高規範であることの位置づけ
○他条例との整合性
○この条例を知る（学ぶ）こと及び広めることの義務規定

○美幌町における自治の基本であるため
○制定改廃時における整合性を図る規定。最高規範であるため。
○町民（コミュニティ）、議会、行政それぞれの立場で、この条例を自ら知る（学ぶ）こと及び広めること
の責務を持つ。


